
浦安市健全な財政運営に関する条例（素案）概要

●条例制定の背景（現状と課題）

○我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症により大きな打撃を受けてお

り、本市においても、基幹産業である観光業のテーマパーク、ホテル、大型

商業施設が深刻な影響を受け、この状況は当面続くことが想定される。

○人口減少・少子高齢社会へと突入し行政需要が変化する中、高度成長期に集

中的に整備された公共建築物や道路・下水道等のインフラ施設を含めた公共

施設の老朽化が進行している。

○高齢化の進展に伴う人口構造の変化が徐々に進行しているとともに、「若い都

市」から「成熟した都市」へと変容を始めている。

○ハード・ソフトの両面から、本市を取り巻く環境の変化に的確に対応したま

ちの再構築、「浦安の新時代に向け浦安再編」が必要な時期を迎えている。

●必要な事項

○財源の効果的かつ効率的な活用

○社会経済情勢等に的確に対応した持続可能な財政構造の確立

将来にわたって健全で安定した財政運営の堅持

●条例の制定

本市においては、平成 22 年度に持続可能な安定した財政運営を堅持していく

ため、「財政運営に関する基本指針」を作成し取り組んできたところですが、社会

経済情勢の変化や新たなまちづくりの視点のもとの「浦安市まちづくり基本条例」

の制定に伴い、将来にわたって本市の財政が健全で安定した財政運営の堅持に資

することを目的に、財政運営の基本原則及び基本的な取組、市民・議会・市が財

政運営について認識を共有することを明らかにした本条例の制定が必要となる。



●素案の構成

第１章 総則

第１条 目的

第２条 基本理念

第３条 責務

第２章 財政運営の基本原則

第４条 収支均衡の確保

第５条 財政構造の弾力性確保

第６条 行政水準の維持及び向上

第７条 財政運営の効率化

第８条 長期的財政安定の確保

第３章 財政運営の基本的な取組

第９条 中長期財政収支の見通し

第 10 条 歳入の確保及び歳出の適正化

第 11 条 財政調整基金

第 12 条 市債

第 13 条 債務負担行為

第 14 条 特別会計

第 15 条 公共施設

第 16 条 補助金

第 17 条 独自の財政健全化基準の設定

第 18 条 使用料及び手数料等

第 19 条 公金の運用

第４章 財政情報の共有

第 20 条 財政情報の共有

第 21 条 財務書類の作成及び公表

第 22 条 財政状況の公表

第５章 補則

第 23 条 委任


